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・
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」

輪

読

「

切
捨
の
米
慣
調
節
(
四
}

明
.
治

の
.
米

領

調

笛
.
(四
) 第

九
巻

露

六
親

六
四
)

八
二
八

本

庄

榮

治

郎

の

.

.

呂
、
一貯
蓄
米
制
度

の
貴
地
.

、
上
述

の
如
く
貯
蓄
米
俵
例
は
八
年
八
月
に
獲
布
せ
ら
れ
起
り
蓬
雌
、
當
時
米
穀
購
入
資
金

に
乏
し
か
り
し
爲
め

儲
穀
を
な
す
の
鯨
俗
な
く
、
出
納
寮
は
便
宜
歳
入
出
経
理
の
間
に
於
て
常

に
そ
の
残
存
額
を
繰
入
れ
、
以
て
儲
蓄

額
に
充
當

せ
ん
ご
.す
る
か
如
き
窮
策
に
探

る
に
過
ぎ
す
、
未
允
貯
蓄
米
制
度

の
其
の
實
行
を
見

る
能

は
ざ
り
き
。

撚
れ
ε
も
同
年
十
月

に
至
り
同
年
秋
牧
の
豊
穰
な
る
こ
ε
明
か
ご
な
り
、
米
債
次
第
に
下
落

に
向
ひ
た
る
を
以
て

此
機
を
逸

せ
.す
、
豫
備
儲
穀

の
完
成
を
圖

ら
ん
ε
の
計
蓋
を
立
て
、
兵
庫

、
【蝸
岡
、
佐
賀
、
三
瀦
、
熊
本

の
諸
縣

に
冷
し
て
、
之
れ
か
買
牧
に
當

ら
し
め
、
九
年
三
月
迄
に
牧
.親
し
だ
る
も
の
十
萬

一
千
飴
石
、
叉
三
井
組

を
し
て

各
地
に
買
散
せ
し
め
だ

る
も

の
二
十
三
萬
三
千
飴
石
あ
り
。
合
計
三
十
三
萬
四
千
鯨
石
に
上
り
し
が
、
其
資
金

は

之
を
準
備
金
よ
り
支
出
し
た
る
を
以
て
、

一
般
會
　訂
に
繰
入
れ
す
、
別
途
貯
蓄
部
に
厨
せ
し
む
る
こ
&
、
せ
ら
。

此

の
如
く
こ
の
買
牧
米

は
猶
臨
時
的
の
手
段

に
邸
な
ら
さ
b
し
ε
錐

面
も

一
般
會
計
よ
り
濁
立
し
て
貯
蓄
部
に
於

て
行
徳
れ
し
も

の
に
し
て
、
前
述

の
窮
策

ε
は
大
に
異
り
、
且
九
年
四
月
以
後
に
行
は
れ
た
乃
貯
蓄
水
縄
理

の
方
法

円
相
類
し
た
る
も
の
な
る
を
以
て
、
之
を
以
て
貯
蓄
米
制
度
貴
行
の

一
端
緒
と
見
て
差
支
な
き
も
の
ε
い
縁
ざ
る

2)米 穀脛理記事、第 一巻 第一、米穀脛 哩の滑 弧 及び第 三、米穀 出納の實

米債常芋制度の梗 概20-22頁

「



,

可
.ら
や
。

越

え
て
九
年
三
月

一
般
會
計
上

に
於
け
る
米
穀

の
出
納
を
.塵
止
す
る
に
及

び
、
貯
蓄
米
は
藪
に
始
め
て

一
般
會

計
よ
り
分
離
し
て
凋
立

の

一
部
門
を
立
つ
る
ζ
ご

、
な
り
、
爾
後
政
府

の
歳

人
幽

に
於
て
は
米
穀

の
出
納
は
全
く

そ
の
跡
を
絶
ち
.
専

ら
貯
蓄
米

の

一
途

に
騙

し
、
貯
蓄
部

に
於

て
は
之
れ
か
資
金
を
常
用
部
に
求

め
、
其
損
益
叉

は
経
費
は
之
を
常
用
部
の
負
携

ε
し
、
貯
蓄
部
本
來
の
任
務
π
る
貯
蓄
の
爲
に
す
る
米
穀
の
萱
買
は
其
資
金
を
準

備
金
に
求
め
そ
の
損
益
輕
費
も
亦
之
を
準
備
部
の
負
憺

に
厨

せ
レ
め
.
常
用
部
準
備
部
の
各
計
算
は
別
途

に
輕
理

.

せ
ら
れ
た
り
。
今
そ
の
費
買
實
数
を
翠
く
れ
は
左

の
如
し
o
.

、
.

』
,

常
用

轟

・
∴

来 米

計

'

九
華
四
月
乃
至

+

象

六

月

†
年
七
月
乃
至

†

一
年

六

月

計
.

八
年
十
月
貿
牧
海
令
し
た
う
も
の
も
、
九
年
四
[月
の
買
収
こ
し
て
純
理
ぜ
ら
ろ
。

以
上

の
如

く
な

る
を
以

て
貯
蓄

米
條
例

は
八
年

八
月

に
成

り
、

る
賓
施

を
見

π

る
は
九
年

四
月
以
後

の
こ

ご
に

し
て

、

端

観

明
治
の
米
側
調
節
〔四
〉 七

一
四

、六
九
大
石

明
治
九
年
四
月
以
降
十
無
十

↓
刀
.
」
至
る
迩
の
謙
算
に
し
、て
十
年
十

一
月
迄

に

悉
皆
萱
卸
し
て
常
用
部
の
關
係
完
了
し
た
る
も
の
ピ
す
。
此
来

た
る
や

一
般
會

三
、六
四

入
石

計
上
の
残
米
及
其
後
に
む
け
る
貢
納
米
菰
る
な
以
て
、
其
受
入

11
常
耶
上
の
目

三

、六
九
五
石

的
害

ぜ
窪

し

・
そ
の
慮

分
に
貯
普
米
ピ
合
照
し
て
準

の
目
的

に
供

ぜ
ら

七
三
二
、
〇
四

「
看

れ
た
る
も

の
ご
す
。

{賀
取
高

)

六
八
入
、四

一
「
石

〔韻
盛
高
)

二
四
玉
、四

二
二
石

(同

)

六
二
七
、
六
〇
三
石

〔同

)

「
、〇
七
〇
、
五
九

一
石

】
、三

二

ハ
、
0

=
三
石
.

・

…
、三

一
六
、
O

=
三
石

、

地
米
は
萱
買
共
に
常
李
の
意
味

に
む
け
る
こ
ご
勿
論
な
刃
。

.

十

月

に

貴

行

の
端

緒

を

獲

し

、

之

れ

か

完

全

な

ご
市

よ
り
以
後
常
半
周
開
設

量

脾
)
に
至
る
ま
て
、
こ

第
九
巻

(第
六
號

六
五
)

入

二
九

、

一....一一一

」一「.一



論

説

明
治
の
米
便
調
節
西

}

'

第
九
巻

(第
六
鷹

峯
○

八
三
Q
.

騒

.
の
制
度

の
下
に
、
米
の
耀
羅
に
よ
り
米
償
の
調
節

を
行
ひ
し
も
の
に
し
て
、
八
、九
、
十
年
に
於
て
は
米
儂
引
上
の

.

た
め
に
、
圭
オ
し
て
米
穀
の
買
肢
を
行

"
,
十

一
年
に
於
て
は
米
償
引
下
の
爲
め
に
米
穀
の
費
却
を
な
し
な
り
。

街
九
年
十
年
に
定
め
ら
れ
た
る
預
り
米
、
地
租
代
米
納
の
制
度
も
亦
向
様
に
米
債
調
節
に
關
係
あ
る
も

の
ご
い
ふ

へ
き
也
.。
.以
下
こ
れ
を
説
明
す

へ
し
。

一昌
、
八
年
末
乃
至
九
年
初
に
お
け
る
米

の
買
牧

既

に
述

へ
な
る
か
如
く
八
年
十
月
に
は
米
買
牧

の
計
査
を
立
て
兵
痙
等
五
縣
下
井

に
三
井
組
を
し
て
買
股

せ
し

も

の
航
韓
肥
月
〕
三
十
三
萬
四
千
飴
石
に
上
り
、
常
用
部
資
金

に
よ
る
買
牧
米
ぜ
共
に
海
外
に
鹸
…出
す
る
計
蓋
を
立

て
れ
り
。.
監
八
年

の
秋
納
極
め
て
豊
穰
な
り
し
穴
め
、
十

　
月

の
交
よ
り
米
贋
は
下
落

の

一
方
に
向
ひ
、
九
年
に

至
-
三

層
の
低
肇

見
た
る
を
以
て
〔4

翠

一舟
醐
墨

髭

酵

墾
熱

善

之
を
内
地
に
於
養

禁

は
雇

低
落

の
気
勢
を
助
長
す

る
の
虞
あ
り
。
故
に
主
こ
し
て
之
を
海
外
に
輪
出
せ
ん
ご
し
た
る
也
。
而
し
て
そ
の
方
法

痩
し
て
は
先
づ
三
井
組

へ
萱
渡
し
、
直
に
詞
組
よ
b
横
濱
在
留
英
商

ワ
チ
ソ
ン
へ
海
外
輸
出
を
條
件
ε
し
て
轄
質

せ
り
。
そ
の
量
額
は
八
年
十
二
月
に
二
十
萬
石
の
輸
出
を
決

し
、
九
年
七
月
に
至
り
岱
三
.十
萬
石
を
増
加
し
え
る

が
強
出
費
額
は
四
十
六
萬
鱗
屑
に
し
て
九
年

一
月
よ
り

十

一
年
五
月
に
亘
り
て
、
倫
敦
其
他
欧
洲
各
国
、
桑
港
、

藻
洲
、
印
度
、
厦
門
、
香
港
等

へ
輸
出
し
了
れ
り
。
面
し
七

そ
の
輸
出
は

一
方
内
地
米
贋
の
暴
落
防
止

の
意
を
有
し

た
る
は
勿
論
な
る
も
、
他
方
に
於

て
は
成
る

へ
く
米
穀
そ
の
他

の
國
産
品
を
輸
出
し
て
我
国
輸
出
入
の
均
孕
を
期

3)米 穀経 理記事、第二巻第 五、海 外輸 出の得失

勾 米穀樫理記事、第二巻第 四、画地藏 牧之 概況末尾記載 の米側 表に よる



す

へ
し

ご

の
論

に
基
く
所
も
存

せ
し
也
o
.

,

濁
.

四
、
九
年
十
月

の
買
牧
米

ぬ

米
傾
は
九
年
に
入
り
て

一
層

の
低
落
を
見

な
る
が
三
月
米
納
塵
止
の
こ
ε
あ
り
て
よ
b
、
農
民

の
苦
痛
甚
紀
人
な

る
も
の
あ
ウ
き
α
蛍
皿
、
米
納

の
場
合

に
は
敢
て
商
人
の
仲
介
を
挨
た
す
し
て
租
椀
を
完
納
し
得
た
る
に
、
今
や
商

人
の
手
を
経
て
金
銭
に
代
ふ
る
に
奔
れ
は
租
.税
を
納
む

る
こ
ε
を
得
す
、
而
も
當
時
商
家

の
大
に
之
に
關
興
す
る

も
の
な
ゑ

隊灘
耀
羅
課
離
縁
題

一躍
諜
緊
獣
驕
麒
麟
濃
議
聚
離
農
鱒
計
ド馳騒
源
燗)

遂
に
需
給
…の
李
衝
…を
失
し
山父
通
不
　隈
の
地

黒
在
り
て
は
之
を
換
僧
…ず
る
こ
ご
困
難

な
る
の
み
な
ら
す
、
納
棺

の
期

限
切
迫
す
る
に
及
ん
で
は
、
複

π
損
益
を
顧
慮
す
る
の
逞
な
く

一
時

に
之
れ
を
放
資
す
る
か
故
に
、
米
僧
…忽
ち
低

落
し
、
殊

に
比
年
豊
作
の
結
果
」
そ
の
低
落
は

「
暦
甚

し
く
、
之
れ
か
爲

に
、
視
額
に
充
當
す

へ
き
米
量
ぼ
反
て

暫
租
額
よ
り
も
多
き
を
要
し
、
金
納
制
度
の
爲
に
震
域
は
増
挽
を
張
ひ
ら
れ
な
る
か
如
き
蜆
あ
り
て
、
之
れ
か
不
便

を
鳴
ら
す
も

の
少

か
ら
ず
、
遂
に
八
月

に
は
茨
城
三
重
両
縣
下
に
於
て
竹
槍
蒔
旗
の
暴
動
を
見

る
に
至
れ
り
。

加
ふ
る
に
本
年

の
牧
納
亦
良
好
な
り
し
を
以
て

(駄
励
淋
醒
碗
)
若
し
こ
の
趨
勢
に
放
任
せ
ん
か
、
米
儂

一
層
低
落

し
.て
、
そ
の
結
果
大
に
憂
ふ
へ
き
も
の
あ
り
し
を
以
て
、
政
府
は
十
月
米
穀
買
股

の
議
を
決
し
、
兵
庫
、
長
崎
、

千
葉
、輻
岡
、熊
本
等

の
十
九
縣
に
命
を
下
し
、

一
面
出
納
寮
を
し
て
東
京
、
大
阪
、
兵
庫
、
馬
關
.
四
.日
市
、
君

津
及

ひ
肥
後
地
方

に
於
て
米
穀
を
買
牧
せ
し
め
た
る
が
、
茨
城
、
栃
木
、
岐
阜
、
青
森
、
新
潟
、
和
歌
山
内
.岡
山

論

説

明
治
の
米
側
調
節
〔四
.)

錆
九
巻

(第
六
號

大
七
)

入
=
二

5)米 穀経理記事、第二巻第 四、内地 曜牧之概

米領精子 制度の梗概24頁

明治 政府 の米偵調節3-5頁

6)米 相場考、160頁

,



「

論

説

明
治
の
米
慣
調
節
八四
}

第
九
巻

(第
六
號

六
八
)

八
三
二

の
如
き
は
未

κ
買
牧
に
着
手
す
る
に
至
ら
す
、
箪
に
そ
の
旨
を
獲
表
し
た

る
の
み
に
て
既
に
早
(
.牛
.準
相
場

に
達

し
、
其
他

の
地
方
に
於
て
も
買
牧
の
結
果
.
贋
格
次
第

に
騰
貴
し
、
そ
の
目
的
を
達
ず
る
こ
ε
夕
得
な
り
し
を
以

て
、
五
十
四
萬

一
千
石
を
以
て
買
牧
を
打
切
り
た
b
。
當
初
政
府
の
買
牧
額
は
山
ハ
十
萬
石
に
し
て
其
買
上
指
定
相

場
は
静
岡
縣
の
圏
圓
九
拾
五
銭
を
最
高
ご
し
秋
田
縣
の
武
圓
参
拾
銭
を
最
低
ご
す
。
今
買
敗
の
議
、
決
し
起
る
十

月
以
後
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治
の
米
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調
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八
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四

五
、
十
年
十
月

の
買
牧
米

前
年

の
買
股
に
よ
り
て
米
儂
昂
騰
し
.、
加
ふ
る
に
西
南
地
方

の
動
説
起
り
、各
地
漕
運

の
便
を
失
ひ
し
ょ
り

蒔

讐

を
見
、六
圓
二
+
銭
に
及
ひ
し
が
〔匙

今
秋
亦
豊
作
の
見
込
あ
り
、且
幾
何
も
?

戦
飢
歪

し
た
る
を
以
て

(肋
)
九
、+
月
に
至
・
器

低
落
し
・前
年
の
如
轟

租
の
苦
情
を
隼

ろ
馨

り
し
を
以
で
・
+
目
歌
歴

莱

報
買
収

の
計
叢
を
立
て
、
二
百
五
十
萬
圓
を
以
て
青
森
、
秋
田
、
和
歌
山

沸
新
潟
、
石
川
の
五
縣
に
命
撫
下
し
、
叉

出
納
局
を
し
て
東
京
、
大
阪
、
兵
庫
、
四
日
市
、
馬
關
、
君
津
、
石
巻

の
各
米
鷹
に
於
て
組
討
五
十
三
萬
石
を
買

牧
す
乃
こ
&

＼
な
し
な
り
。
然

る
に
秋
田
、
和
歌
山
、
新
潟
の
如
き
は
、
買
牧
の
旨
を
獲
表
し
な
る
の
み
に
て

一

粒
も
買
入
れ
た
る
も
の
な
く
石
巻

の
如
き
は
僅
か
に
五
百
石
を
買
肢
し
、
東
京
め
如
き
は
十
萬
石
質
牧
の
豫
建
な

.
概　

り
し
も
の
、
僅

二
砦

に
充
た
す
し
で
暫

適
當
な
る
米
債
を
現
出
し
、
+

牽

百

迄
に
篠

購
牧
し
了
り

撤

し
も
の
合
計
二
夫

蕾

千
磐

に
・
て
卓

く
己
に
屡

患

奉

る
か
馨

そ
の
躍

を
停
止
し
・
響

調

頂
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低
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縣
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篭
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萬
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實
施
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ら
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九
年
十
二
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来

一
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も
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以
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従
前
の
知
者
納
租

の
困
難

を
除
く
こ
ご
を
得
た
る
の

　
り

み
な
ら
争
、
囲
米
を
抵
當
ご
し
或
は
荷
為
替

の
方
法
に
よ
り
て
資
金
を
融
通

す
る
商
人
銀
行
業
者
を
も
生
し
、
農

家
は
最
早
米
穀
の
激
賛
を
急
ぐ
の
要
な
き
に
至
り
、
米
穀
需
給
の
途
自
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に
調
整
せ
ら
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＼
こ
ε
＼
な
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買
牧
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下
米

か
平
均
し

、
其
平
均
時
月
に
貢
米
石
代
相
場
に
用

ふ
、る
時
日

に
因

る

へ
毒
も
の
ピ
す
。
而
し
て
そ
の
相
場
た
瞼
査
ぜ
し
地
ば
其
管
内
の
大
小

廣
狭
ド
よ
り

一
定

し
難
し
ε
難

、凡
そ
五
六
ケ
所
乃
至
十
数

〃
所
、
常
に
米

黎
の
費
買
な
爲
す
地

の
相
場

な
採
り
、
此
総
平
均
々
以
て

】
管
内

一
様

に
用
ひ
し
も
あ
り
、
或
に
殿
匿
.』
分
ち
数
種
の
相
揚
な
柑
ひ
し
ー-
め
d
。
今
そ
の
挙
均
米
側

り
二
三
な
拳

・
れ
ーエ
東
京
府
王
国
二
+
鍍

、
大
阪
府

五
圓
†
三
銭

、
兵
庫
縣
五
圓
十
九
銭

・
滋
賀
縣
四
図
入
+
七
銭
・
三
親
縣

四
圓
七
十

九
経
・
石
川
縣
三
園
三
十

「
嚢

、
新
潟
縣

二
圓
九
+
七
鎮
、

齋

醤

圓
三
+
三
響

ひ

塒

六
、
十

「
年
春

の
引
下
{策

・

、

十
年
末
よ
り
.†

一
年

に
か
げ
て

米
・儂

の
昂
進

は
益

々
甚

し
く

適
當
な

る
償
格
以
上
に
奔

る
の

勢
あ
り
し
を

以

て
、
遂
に
叉
反
射
に
米
儂
の
引
下
を
策
ら
さ
穿
る
可
ら
ざ
る
に
至
九
り

(齢
賜
野
馳
米
と

即
ち
四
月
よ
り
六
月

に
至

る
ま
て
東

球
、
大
阪
の
画
地

に
於
て
米
穀
を
羅
賞
ず
る
こ
ご
ん
そ
五
萬
六
百
石
な
り
し
が
、
市
償
に
多

く
影
響
を

艶
ハふ
る
能

は
ざ
り
き
。

セ
、
預
り
米
及
地
租
代
米
納
制
度

一
、
預
り
米

既

に
述

べ
だ
る
か
如
く
米
償
は
季
節
的
に
受
動

し
、
高
値
は
多
く
端
境
期
一に
あ
ら
は
れ
安
値
は

多
く
新
穀
出
[廻
り
の
時
季
に
め
ら
は
る
、
傾
向
を
有
す
。
故
に
秋
期
牧
穫

の
際
之

を
政
府
に
預
け
入
れ
て
納
税

の

漁
保
`
し
、
米
領
南
征

の
際

に
之
を
賞
卸
せ
し
め
、
そ
の
代
償
を
以
て
租
挽
に
充
當
せ
し
む
る
は
農
民
に
ε
り
て

甚
だ
利
益
な
り
ご
い
は
さ
る
可
ら
す
。
明
泊
八
年
末
以
後
、
米
債
下
落
し
て
農
民
納
租

の
困
難
を
.訴

へ
し
を
以
て

一
方
に
各
地

に
米
紋
の
買
牧
を
行
ふ
ご
共

に
、
九
年
十
月
に
至
り
預
り
米

の
方
法
、
即
ち
秋
牧
低
慣

の
際

「
定
の

論

説

瑚
.治
の
米
儂
調
節
(四
)

第
九
巻

(第
六
號

七
三
)

八
三
七

9}

10)

41)

明治 財政史第 四巻416頁 以下 、地租 改正條例細 目第六章参照、明治財政 史綱79貢
米椙 「赫考16{〕頁
米穀経理記事 第二巻第四、 内地鯉牧之概況、 明治政府の米慣調節策7頁

礁 雛 型鷺 離 端 一、,,頁、綱 常酬 度。鵬,、 一34頁、来醜 理言巳事
第三巻、第 七、規 則條例 の饗遷 、大 日本農 史、今 世、209頁(明 治史要)



4

論

説

明
治
の
巻

懇

繭

、・

第
九
巻

秀
嚢

七
四
》
.
八
三
入

、米
量

を
政
府

に
預

け
入

れ

し
め
、

こ
れ
を
欝
保

こ
し
.て
納
期

の
猶

豫

φ
乞

ひ
.
米
櫃
騰

貴
を
俟

て
撚
保

米

を
質
卸

し
」て
以
て
税
金

に
充
當

せ
し

む
る
の
方
法

を
設

け
、
大

祓
卿

よ
り
府
縣

へ
内

達

し
、
地

方
長
官

の
腹
案

を
以

て
之

を

許
否

す

る
の
自

由

を
與

へ
し
が

、
長
官
中

之
を
管
下
.
　
般

に
公
達

し
た
る
あ

り
、
或

」
然

ら
ざ

る
も

の
あ
り

て

そ

の
闇
苦

悟
を
醸

し
な

る
を
以
て

、
同
年
十

二
月

再

ひ
地
方
官

に
命

し
て
そ

の
取
扱

を

　
途

な
ら
し

む
、
越

え
て

十

年

†

一
月
地

租
代
米
納
制
度
め
成

る
と
共

に
預
り
米

に

つ
い
て
弧
代
米

納

を
許
可

す

べ
き
地
租
年
額

を
限
度

こ

し
其
納
金

の
抵

當

ご
し

て
上
米

を
預

る
も

の
と
し
.,
其

他

の
干
綾

を
定

め
、
爾

後
十

二
年
九
月
地
租
改

正

に
用

み

た

る
米
償

よ
b

時
償
下
落

の
節

に
限

り
預
り
米

を
許

す

こ

ご

、
な

し
、
十

入
牢

八
月
叉

規
則

を
改
正

せ
り
。

預
り
米

の
成
績

に
就

て
は
上
述

の
如

く
始

め
府
縣
間

に
不
統

一
の
虚

あ
り
し

を
以

て
、
明

治
九

年

度
の
實
績

は

明

か
な
ら
弁

、
明
治
十
年
度
に
於

て
は
東

京
、
珈
奈

川
、
埼

玉

、幅

島
、
岩
手

、山

口
、鹿

児

島

の
各
府

縣
を
除

き
其
他

の
府

縣

に
於

て
取
扱

ひ
允

る
預
b
米

高
三

+
五

萬
千
三

百

石
醗

、
同
十

一
年
度

に
於

て
京
都
府
外

二
十

三
縣

に
於

て
取
扱

ひ
し
も

の

二
十
四
萬

八
千
四
百

石
飴

に
し
て
、

十

二
年
度

以
降

は

米

償
高
直

の
な

め

出
願

せ
し
も

の
破

く

.
十

七
年
度

以
.後
に
又
出
願
を
見

る
に
至

り
.
二
十

二
年

に
至
り

こ

の
制
度

は
地
租
代
未
納

の
屡
止

ご
共

に
消

滅

し
た
り
。

(彗

、あ

預
り
米
ご
類
似
の
名
稗
を
冠
し
面
し
混
同
で
可
ら
さ
ろ
魂
の
あ
り
、
何
ぞ
や
、
か
の
府
縣
預
げ
米
金
の
制
こ
れ
な
り
こ
に
府
縣
が
収
納

し

た
ろ
米
穀

盆
鍛
々
其
鰹
府
縣

の
溜
費

ト
充

つ
ろ
目
的

に
て
之

セ
府
態
に
寄
託
す
ろ
馬
の
に
過
ぎ
す

〔七
年
五
月
、府
縣
預
米
金
規
則
あ
り
」
。本
文

　

む

ロ

に
述

へ
た
る
預
り
米

に
地
租
代
納
米
の
憂
態

に
し
て
、
全
く
農
民
に
劃
し
て
納
税
上
の
便
宜
心
計
ろ

目
的

に
て
之
々

預
り
聡
く
も
の

な
う
に
反

12)明 治 財政 史 四 巻 、470.476-492頁

米 穀 経 理 記事 、 第 三 巻 、 第.ヒ、 規 則 條例 の駿 遷

r



、

P

』

撰

峯

の
鍵

に
府
縣
饗

の
便
箋

付
方
法
に
外
な
ら
ず
。
さ
佳

あ

漬
菜

金
の
制
峯

以
て
米
穀
需

給
の
緩
和
薗

り
」米
慣

励

調
節

の
薦

め
に
す

る
も

の
こ

な

す
に
大

な

ろ
」誤

謬

嘘

い
ふ
可

し
。

二
・
地
租
代
未
納
駄

九
年
+
二
月
　

蓼

米
の
制
嚢

・
え

穐

の
困
難

撃

の
手
磐

な
せ
し

が
、
預
り
米
の
み
を
以

て
し
て
は
未
だ
十
分
に
こ
の
困
難
を
除
去
す

る
能
は
さ
り
し
た
め
、
更

に

一
歩
を
進

め
て

十
年
十
二
月
に
至
り
地
租
代
米
納
制
度
を
獲
布
せ
り
。
即
ち

「
地
租
金

の
内

.
田
方

に
限
り
當
分
の
内
入
晟

の
諸

腰

任
せ
・護

を
そ
の
府
縣
の
地
租
改
正
矯

み
た
・
相
場
を
以
て
」代
未
納
を
差
許
せ
・
も
の
に
・
て
(献
燈

こ
れ
實
に
九
年
三
月
に
お
け
る
米
納
制
度
腱
止
に
封
ず
る

一
大
例
外
を
な
す
も
の
也
。
而
し
て
こ
れ
ご
共
に
預
り

米
制
度
は
贋
止
す
る
考
な
り
b
も
、
民
間
の
賞
状
は
両
者
を
併
行
せ
レ
め
、
納
圭

の
選
澤
に
委
す
る
を
便
こ
す
る

歌
呪
な
り
し
拠
め
預
り
来

制
度

は
爾
之
れ
を
存
し
起
り
き
o

か
く
て
明
治
十
年
に
代
米
納
を
出
願
し
た
る
も

の
大
阪
滋
賀
甜
歌
山
岐
阜
京
都
島
根
三
重
静
岡
兵
庫
の
二
府
老

懸
に
し
て
合
計
三
萬
四
千
六
百
二
十
九
石
鯨

に
及

へ
り
、
北
米

は
貯
蓄
部
に
買
放
し
国
庫
は
そ
の
代
金
を
以
て
出

納
し
起
る
も

の
な
り

+

一
年
託
り
ヤ
五
年
迄
は
米
償
一局
庭

付
出
願
す
る
も
の
な
ぐ
、+
六
年
後
米
償
下
履

よ

り
又

々
之

を
見

る
に
至

り
、
二

+
二
年
に
至

り
て
腹
止

せ
ら
れ

起
る
也

り
蓋

、
代
未
納

の
制
度

は
も

こ

一
.時
民
情

を
斟
酌

し
て
特

に
之
を

定

め
起
る
に
過
ぎ
す

凋
時

運

の
進

歩

に
件

ひ
金
納

の
不
便

を
威

せ

さ
る
に
至
り

し

の
み
な

ら
す
、
地

租
改
正

以
來

の
寳
歴

に
徴

し
て
地

積

の
特

別
.修

亜
を
行

ひ
、
以
て
之
れ

か
低
減

を
計

り
し

に
よ

り
、永
く

論

誠

明
治
の
米
領
調
節
一四
∀
.
.

、

第
九
巻

(第
六
號
馳

モ
五
)
.
八
三
九

髄

13)

ユ4)

悶治 政府の米債調節策、3頁

明治 財茸女史区風巻、斗60.470頁
米領 常李制度セ)梗概 覧29-31頁
米穀 経理記事、第三 巻、 第一ヒ、規則條 洌の製 遷



論

説

明
恰
の
米
側
鶴

(四
∀
.

・

粥
九
奮

齋

六
號

七
さ

八
四
α

之

冷
存

す

る
の
必

要
な

き
に
至
り
し

に
依

る
。

・

.

*

ネ

*

*

串

.

*

*

*

激

以
上
預
b
米
及
ひ
代
未
納

の
阿
制
度
ε
も
そ
の

本
艦
に
於
て
は

租
税
納
入
に
關
す
る

一
手
績
に
外
な
ら
事
ε

雌
、
こ
れ
に
よ
り
農
民

の
米
穀
放
資
を
抑
止
し
、
米
償

の
下
落

を
防
く
爲

に
行
は
れ
た
る
も
の
な
る
を
以
て
間
接

に
米
儂
政
策
、
即
ち
米
償
引
上
、
少
く
ε
も
下
落
防
止
策
ご
し
て
之
を
認
む

る
も
差
支
な
き
也
。
叉
多
少
の
敷
果

あ
り
し
こ
ビ
を
否
む
を
得

さ
.る
也
。

.八
、
春

期

概

槻

.

.

、

以
上
こ
れ
を
要
す
る
に
八
年
乃
至
十

】
年

に
於
て
は
貯
艶
毘
小
割
ユ度
を
立
て
、
常
置
の
儲
米

の
外
に
、
時
に
悉
し
機

に
臨

み
て
米

の
賀
買
を
行

ひ
、
米
償
を
調
節
せ
ん

ご
せ
し
も
の
に
し
て
、
入
、
九
、
十
年

に
あ
り
て
は
比
年

の
豊

作
に
よ
り
て
下
落
せ
ん
ご
し
允

る
米
儂
を
引
上
け
、
若
く
は
下
落
防
止
を
計

る
.た
め
各
地
方
に
て
買
米
を
な
し
、

之
を
海
内
に
萱
出

さ
す
し
て
多
く
ば
海
外
輸
出
に
供
し
、
叉

一
方
の
米
穀
放
資
の
弊

ケ
防
く
爲

め
二
三
の
手
段
を

謫

し
な
る
に
よ
り
よ
く
そ

の
歎
を
奏

す
る
を
得
た
る
も
の
也
。
十
.
一
年
に
至
り
て
は
反
射
に
引
下
の
必
要
に
迫
り

費
米

の
方
法
を

と
乃
に
至
り
し
も
、
そ
の
量
敷
米
π
必
ず
し
も
、
大
な
ら
す
米
儂
を
動
か
す
こ
と
能
は
さ
り
し
也
。

第
四
章

常

李

局

時

代

.

■



7

～

ロ

ご

や

所
謂
常
挙
局
時
代
ご
は
十

　
年
七
月
常
牛
島

の
開
設

せ
ら
れ
て
よ
り
十
五
年
十

一
舟

そ
の
屡
止
に
至
る
ま
て
を

指

す
も
の
に
し
て
、
前

の
貯
蓄
米
制
度
は
出
納
寮

に
於
て
之
を
取
扱
ひ
し
も
、
今
や
新

に

一
局
を
設
立
し
常
置
石

、

高
を
増
加
し
て
.米
償
の
調
節
を
試
み
し
時
代
な
の
。

一
、
常
平
局

の
開
設

明
治
九
年
に
お
け
る
買
股
木
が
相
當

の
敷
果
を
擘
け
え
み
は
上
述

せ
る
所
の
如
く
な
る
が
、
藪
に
於
て
か
従
来

の
貯
蓄
米
制
度
を
振
賑
し
て
常
平
法
を
採
用
せ
ん
ご
す
る
の
議
起
り
、
十
年

一
月
大
藏
卿
よ
り
案
を
具
し
て
太
政

官
呈

申
ぜ
り
。
思
ふ
に
八
年
八
月
貯
穀

の
方
法
を
設
け
毎
歳
大
凡
米
二
+
高
石
を
東
京
大
脹
面
地

に
蓄
積

し
、

羅
羅
に
よ
り
て
償
格

の
高
低
を
調
節
せ
ん
ε
す
る
も
其
頃
僅
か
に
二
十
萬
石
に
過
ぎ
さ
る
を
以
て
よ
く
そ

の
弊
を

救
ふ
に
足
ら
す
、
臨
時
各
地
に
多
額

の
買
牧
を
焦
し
で
漸
く
そ

の
目
的
を
達

せ
る
の
み
。
因
て
こ
の
純
度
を
振
張

し
て
準
備
運
韓
金
を
以
て
毎
歳
五
十
萬
石
乃
至
百
萬
石
を
買
牧
し
之
を
東
京
大
阪
其
他
石
巻
長
崎
帥
戸
等
に
積
置

し
、
内
外
米
債

の
歌
呪
に
よ
り
耀
耀
聚
散
其
機
を
誤
ら
さ
る
に
於
て
は
、
よ
く
穀
償
の
孚
準
を
期
し
得

へ
し
。
然

れ
ε
も
こ
れ
か
事
務
を
施
行
す
る
に
當
り
て
は
他
寮

の
よ
く
兼
学
ず
る
所
に
非

る
を
以
て
、
別

に
専
管
㊨

一
局
を

置
く

の
要
あ
り
ε
す
。
こ
れ
⊥
申

の
要
旨

に
し
て
廟
議
之
を
容
れ
、
同
月
恰
も
官
制
改
正
の
こ
ご
あ
り
て
健
康
の
寮

を
塵
し
て
局
を
置
く
に
及
ひ
、
大
藏
省
に
別
に
常
半
周
を
設
置
し
な
る
も
、
術
。庭
務
規
程
定
ま
ら
さ
り
し
た
め
、

草

出
納
局
(騰

鵜

縄

改
め
)
を
し
て
従
来

の
方
法
に
よ
り
、
そ
の
霧

を
掌

ら
し
鴬

が
、
つ

い
て
+
年
+
月

論

説

明
漕
の
米
領
調
節
(四

∀

■

第

九
恐

〔第
六
號

七
七
V

入
四

一

b米 慣常孕制度 の梗概25・27・29・34　36頁

米穀経 理記事、第一巻第一、米穀経理 の清華



曾

論

説

明
治
の
米
便
調
節
(四
}

・

第
九
巻

(第
六
號

七
八
)

八
四
二

に
於
け

る
買
牧
米

の
数

を
奏

し

拠
る
を
見

、
常
干

法

の
必

要
大

に
認
め

ら
れ

た
る
も

、
常

時
西
南
地
方

に
動
乱
あ

り

、
國
嚢
多

端
な
り
し
を
以

て
、
之
れ

か
開
設

に
騰

躇

し
セ

る
が
、
十

一
年
七
月

一
日

よ
り
會
計
十

一
年
度

の
開

、
h始
ご
共

に
七
月

一
日
よ

り

開
局

す

る
の
一連
び

ピ
な

り

、

以
来
米
穀

に
關
…す

る
事
務

は

一
切
常

不†
局

の
竃
…楢
川
に

瞬
押

し
、
貯
蓄

米
制
度

は
廃
止

せ
ら
れ
だ
り
。
.
.
.

つ

二
、
明
治
+

一
年
度
(鉾

轟

筋

)
の
常
糞

蹟
、

.

七
月

一
日
開
局
と
共
に
出
納
局
貯
蓄
謀
の
管
掌

せ
る
米
穀
(
三
三
九
、
〇
五
〇
石
鹸
)
小
変
(
一
八
」
七
三
六
石
蝕
)

賦
袋
、
肇

、
米
墨

耀

献
堰
奪

黄
「脹
罫

編

津
謄

炉

む

關
の
七
)
等
を
綴

を
以
て
常
卒
局
に
買
股
す
る
の

手
綾
を
な
し
、
米
穀

の
賞
買
運
轄
の
資
金

を
参
百
萬
圓
ε
定
め
、
準
備
運
轄
金
よ
り
繰
替
支
出
す
る
こ
ご
、
せ
り

本
年
の
順
氣
は
土
用
前
後
に
森
南
あ
り
て
各
地

に
蝗
害
水
災
あ
り
、當
時
在
米
は
潤
澤
な
り
し
か
た
め
⊃
米
償
は

漸
次
騰
貴
し
鎌
入

の
後
、其
牧
穫

の
愈
劣
れ
る
を
見

て
、
農
家
は
作
米
を
費
出
さ
歩
冬
期
新
米
の
出
廻
り
薄
く
、
酒

造
響

・
需
優

學

罷

・
・
る
程
の
勢
な
ど

を
鷺

、米
鰹

漸
藤

貴
・
守

(聯

難

語
}
蒜

撃
O
一穴

十
二
年
六
月

七
或
天

)

罫
・内
油五

十

二
起午
⊥
ハ
月

内
・九
E
二

本
年
度

に
お
け

ξ
常
座
丁
事
業
の
成
績

に
つ
い
て
駈

る
に
、
米
を
買
牧
す
る
ご
ざ
十
六
萬
石
、
之
を
羅
費
す
る
こ

.`
三
十
三
萬
醗
石
ε
す
。
差
十

…
年

の
秋
作
が
約
二
割
減

ε
な
り
、
米
層
興は
↓
鑓
.せ
る
如

く
漸
次
騰
貴
し
た
る
を

以
て
買
散
米
発

し
多
警

賓
彿
米
碧

し
砦

も
の
な
る
が
、
舗
も
そ
の
内
誓

贋
捌
き
し
も
の
二
+

属

五

2}来 便 常挙 制度 の梗 概37-43頁

3)米 相 場,5-165頁



.

千
八
.百
石
絵
に
し
で
穂
は
外
國
輸
禺
に
供

し
、
爾
め
に
丙
地

に
お
け

る
、費
買
の
差
僅

か
に
五
萬
五
千
五
百
石
醗

に

過
ぎ
.す
、
而

も

一
面
從
家
の
儲
穀
豊
富
な
ら
さ
り
し
起
め
放
賛
意
の
和
ぐ

な
ち
室
、
米
償
を
十

分
に
掬
止
す
る
を
.

得
さ
り
し
は
寧
ろ
當
然
の
結
果
ご
い
は
さ
る
可
ら
す
。
而
も
米
償
騰
貴

の
た
め
細
民
の
生
活
困
難
を
極
め
し
も
の

亦
砂
か
ら

さ
る
可
し
、
十
二
年
五
月
二
十
⊥
八
日
、
島
根
縣
よ
り
管
内
細
民

の
米
傾
騰
貴

に
因
て
糊

口
に
苦
み
、
往

ゆ

.

往
草
葉
樹
實
を
以
て
飢
を
凄
く
者

あ
る
の
飛
を
内
務
省
に
開
申
せ
る
か
如

き
、
即
脇
そ

の

一
例
也
。

)
の
嵐

自
†
二
年
七
月

三
、
明
治
十

二
年
度

(至
十
三
年
六
月

ぼ

十

一
年
度

の
秋
成

が
前
年
に
比
し
多
額

の
減
牧
な
り
し
ょ
り
之
を
承
け
起
る
十
二
年
度
に
於
て
は
其
初
頭
即

ち

端
境
期

に
於
て
各
地
何
れ
も
米
穀

の
缺
乏
を
告
げ
、
且
悪
疫
流
行
し
、
運
搬
集
散
圓
滑
な
ら
す
、官
儲
.亦
豊
な
ら
ず

已
む
を
得
す
各
地
所
在

の
米
康
を
開
き
て
漸
次
に
九
萬
五
千
石
飴
を
放
費
し
東
京
唐
細
民
の
困
窮
を
救
は
ん
か
な

頁

め
綾

的
低
償
の
地
に
於
て
三
碧

を
買
牧
し
・
約
二
萬
七
千
五
薯

を
府
下
の
泉

小
需

に
交
付
し
た
り
。

錦ヨ
　

然
・
・
二
+
二
年
・
・
け
萩

鯉

前
年
に
芒

一
割
八
分
・
軽

・
て
、
近
年
無
比
・
豊
作
　

・
ふ
ゑ

薙

ぐ
・
自
然
米
領
低
摯

へ
き
筈
な
・
に
、
却
て
饗

し
え
養

、
(煉
轡

鯖

鞘翅

塁

朋
金

納".・禦

嬰

難

論
鵬

史

制

-

二

青

年
+
、
+

一
、
+
二
の
三
ケ
月
は
大
抵
古
米
を
以
て
食
料
に
供
す
る
を
嘗

し
奮

に
、
本
年
は
粟

の

横
霧

口
慣
相

好

藏
少

き
よ
り
新
米

の
生

す

る
や
・-
随

て
入
れ

ば
随

で
散

布

し
、
更

に
肝
臓

を
増
す
飴
辮

な
か

り
b

詮
、
(
二
〉
從

大
衆
米

來
欝

し
来
れ
・
種
・
の
政
舞

集

農

箆

ポ

〔昧
耀

.鋸

鑑

轟
鋳

騒
綴

勘
翼

民
.一般
昏

。
恥
、

論
.
説

明
治
の
米
慣
調
節
西

)

r

.

第
九
巻

(第
六
號

七
九
)

八
四

三



.

論

説

明
治
粟

鯖

節
西

)
.

要

空

襲

號
.
八
〔ご

入
四
四

肇

な
画
集
.

養

り
念
念

る
窒

と

～
・
、
.三

二
.
馨

濟
界
盤

渉
捧

ひ
、
農
民
も
亦
、
肇

探

喋

り
し
、
地
代
勢
鑑

肥
料
導
を
も
採
算
に
加

へ
て
牧
支
償
は
さ
る
場
合
に
は
容
易
に
之
を
費
劃
せ
ず
、.

西

)

從
て
市
場

は
往
々
.在
米

の
不
足
脅
告

げ
た
る
等

の
直
接
原
因
に
よ
ヅ
叉
、
〔
五
)他
方

に
は
常
時
幣
制
未
た
確
立
せ

す
、
紙
幣
の
慰

墳

年
下
落
し
て
、
+
二
年
の
如
き
睾

均
讐

　
圓
に
射
し
・
紙
幣
は

面

二
む

鏡
二
厘

の
割

合
に
下
り
た

る
こ

こ
は

　
般
.物
優

に
謝
し
、
叉
從

て
米
償

に
射

し
て
も
影
響

を
與

へ
た

る
を
認

め

さ
る
可

ら

さ
る
.也
。
、

以
上
の
如
一
米
傾
は
本
年
度
に
於
て

恵

騰
貴

し
た
る
を
以
て
、
容
易
に
買
牧

に
若
子
す
る
を
得

す
、
前
年
度

よ

り

の
繰

越
残
米

亦
酢僅
少
な

る
よ

り

(二
萬
五
千
石
)
多

く
放

費
す

お
こ

ご
ウ
.得
事

(本
年
度
.買
収
高
†
四
萬
七
千
石
鹸
、
費
梯
高

‡

萬
二
碧

盤

木
.騰

貴

の
大
勢

鳳
之
を
抑
ふ
る
こ
ε
能
は
ず
、
米
贋
準
準

の
使
命
を
享

る
常
李
制
度
が
反

て

米
償

の
嬬

め
に
拘
束

せ

ら
る

、
の
奇
観

を
呈

し
な

り
。

四
、
明
治
+
三
年
度
(酬
甚

難

朋
)
の
事
脇

前
年
の
豊
作
に
つ
ぎ
て
+
三
年
の
秋
納
は
前
年
に
比
し
三
分
三
厘
張
の
減
娶

り
し
も
、
俗
輩

作
髭

す
れ

は
六
厘
の
増
繁

り
。
而
莱

縷

雇

馨

し
慧

が

(茸

畿

針
騨

蕪

戯

響

銅
)
そ
の
原
因
は
前

年
に
お
け
る
と
ぞ

異
る
所
警

か
如
・
垂

。+
四
年

一
月
崖

沓

漸
篠

路
・
た
り

覇

麟

計
朋
晒
骨
糠

論
載
樋

是
れ
+
二
三
羅

浮

る
互
多
の
剰
馨

響

市
場
・
現
嘩

蓼

、
窺

倍
畑
(肇

6)米 慣常ZF制 度 の梗 概、4穿53頁
7}績 灘酒滑革誌4頁

＼



P

箭

誌

控

年
)
の
奮

酒
造
高
の
減
少
せ
る
ε
、
基

面
幣
制
の
整
理
の
進
行
に
俘
ひ
紙
欝

格
の
持
ち
直
せ
る

に
よ

る
。

常
卒

事
業

に
就

て
は
、
本

年
度

に
於
て
ば
可
及
的
産

米
夥

多

の
地
方

に
就

き
米
贋

に
影

響
を
及

ほ
さ

y
る
範
團

に
於

て
買

牧
し
、
そ

の
額
三
十

七
萬

石

に
よ

り
時

々
東

京
大
阪

兵
庫
等

の
要
地

に
於

て
獲

蟹

せ
る
も

の
六
萬

石
飴

ε
す
。
買

収
高

が
陰
年

よ
b

も
著

し
く
多

き
に
拘

ら
す

、
獲
賞

高

の
昨

年

に
比

し
て
少

き
は
、

一
見
米
領
常
牛
策

の
上

よ
り
不
思
議
な

る
か
如

き
も
、
上
半
期

に
は
儲
米

に
乏
し

く
し

て
米
償

の
昂
.騰

を
阻
止

ず

る
允
け
.の
獲

費
を

な
す

を
得

ず
、
下
半
期

は
米

償
自

然

に
下
落

に
向

ひ
拠

る
を
以

て
獲
賞

を
止

め
、
上

こ
し

て
買
牧

に
從
事

し
拠

る

に
よ

る
な
り
。
而

し
て
米
償

は

こ
の
買
牧

に
よ
り
て
、

影
響

せ
ら

る

、
こ

ご
な
く

し
て
依

然
下
落

の
趨
勢

を
維
持

し
だ

り
。

且
本

年
度

に
於

て
は
儲
米

の
必
要

を
威

し
な

る
こ
.と
大
な
し

し
を
以

て
海
外
輸
出

に
も
多

く
振
り
向
く

る
こ
巴
を
な

さ
ボ
ー
、
三

十
二
萬
鯨
石

の
翌
年
繰

越
米
を

存

し
た

り
。

{註
)
上
述
の
如
く
十
一
年
以
前
米
慣
下
落
の
際
に
に
農
塒
納
～租
の
　困
難
た
除
く

へ
音
種
々
の
方
法
設
け
ら
れ
、
且
十
一卑
以
來
91
籔
看
て
米
慣
騰

貴
し
た
る
な
以
て
、
常
.時
農
民
の
富
裕
な
り
し
こ
ご
ば
贋
借
書
に
論
ぜ
ら
る
㌧
所
な
り
o
今
そ
の
「側
々
擧
げ
ん
に
、
曰
く

「地
租
の
減
じ
米
便

の
騰
り
た
る
た
め
俄
か
」
農
夫
の
勝
手
向
に
鹸
俗
心
生
し
た
ろ
こ
こ
に
新
聞
F
も
掲
げ
話
「「も
聞
き
既
に
人
々
の
承
知
す
る
所
に
し
て
今
更
に
.定

々
云
ふ
匹
も
及
ば
ざ
れ
ざ
も
近
頃
開
く
所
に
よ
μ
ば
元
来
農
夫
の
間
に
金
銭
貸
借
の
行
に
ろ
＼
は
頗
ろ
其
期
間
の
永
き
者
に
し
て
少
な
き
も

「畿
・

.の
上
に
出
て
さ
ろ
音
程
猛
き
程
賦
度

然
る
に
電
命
に
至
り
て
11
筍
も
借
財
あ
ろ
者
は
其
期
限
の
至
る
た
侯
た
て
し
て
老
心
返
済
す
ろ
の
勢
わ
り

の

ε
云
ふ
農
家

の
富
亦
想

ふ
へ
音
猛
り
」
ぞ」
。
毎
.円
く

「濃
民
頓
是
政
で
農

ド
出
て
田
な
耕
し

-
夕

に
婦

て
緊
縮

ひ
、
辛
く
し
て
其
生
計
な
踏

み
λ

論

蔵

明
治
の
米
慣

調
節
(
四
)
.

舗
九
巷

(
第
六
號

入

「
V
.
八
餌
五

$).東 京 縄濟 雑誌三十 四號(一1一三牟八月}

/
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諸

説

明
治
の
来
駕

節
酉

第
九
巻

〔奨

號

み
二
)

ん
四
ヵ

泉

警

鼓
琴

憂

し
て
飽
食
襲

逸
寧

ろ
富
者
ご
な
れ
ザ
。
ま
し
て
馨

來
少
し
く
馨

身

も
の
に
捨
て
輩

。
嗚
呼
我
明
治
政
府
に

の

農
民
な
し
く
需
々
富
裕
心
得
甘
し
め
て
今
日
の
樂
郷
に
趙
蓬
ぜ
し
む
、
我
農
民
の
警

益
亦
思
想
の
遠
く
及
に
さ
ろ
所
な
ら
ん
」
云
々
ε
コ

叉
嘗

聴

巾
銚

報
に
論
ず
ろ
野

見
る
旨

く
農
業
紅
霞

華

の
貧
境
蔑

し
蒋

に
姦

豊

・
を

」
賃

量
唯
逢

・
慌

ぜ
志

坐

.

の
終

あ
ら
嚢

所
雫

・
所
の
禺

宅
地
罧

の
穰

に
昔
翌

馨

し
大
長

餐

叢

加
冠
し
め
た
り
、
由
嶺

之
、
各
地
摯

籔

作

も
畢
に
氣
候
順
適
の
た
め
.に
あ
ら
す
衣
食
足
れ
に
縄
筋
炬
知
み
の
古
諺
に
洩
芋

家
計
の
鹸
裕
あ
ろ
よ
り
智
識
開
骸
し
て
第

一
農
具
の
改
頁
に
注

良
し
烏
想

試
葺

あ

め
り
・
既

勧

鷲

宮
極
揚
廉

丈
禦

但

し
折
り
直
挿
.輩

郵

下
々
出
讐

し
あ

籔
.
こ
し
て
日
に
進
み
今

年
中
番
地
に
拙
下
一7
し
も
の
二
萬
挺
㊨
多
き
ド
蓮
ぜ
り
第
二
ば
肥
料
の
摂
津

に
意
々
傾
σ
従
前
干
鰯
〆
粕
鱗
粕
等

の
需
用
な
か
り
し
土
地
に
ま
で

.

大

に
体
播
し
漁
旗
の
民
な
富
ま
し
む
う
に
至

れ
り
其
他
種
子
々
精
擁
し
て
以

て
攻
歳

々
堆
ぜ
し
ば
掩
ふ
べ
か
ざ
ら

る
の
事
實

な
り
、、
す
云

岸
。
以

て
農
民

の
状
態

こ
牧
種

、
米
領

こ
に
封
才
る
關
.聯
々
も
察
す

へ
き
也
。

五
、
明
準

四
年
度
(稗

珊
難

朋
)
の
事
臨

本
年
の
秋
成
は
尋
年
作
に
近
か
り
し
十
三
年
の
牧
穫
高
に
比
し
百
三
十
八
萬
飴
石
の
減
牧
傍
見
起
る
が
そ
れ
に

も
拘
ら
叢

償
は
下
落
し
+
五
年
に
入
り
て
は

藩

甚
・
・
(鍵

層

棘
薙

議

巌

脅
}週..、
こ
れ
米
横
撃

蓬

件

ひ
、
農
民

は
禾

π
責
挑

の
時
機

に
あ
ら

す
ご
し
て
之

を
貯

識
せ
し

に
偶

々
地

租
納

期
改
正

の
こ
ε
あ
り

て

一
時

に
之

を
萱
卸

せ
さ

る
を
得

さ
り
し
た

め
、
且

は
紙
幣

績

絡

の
上
進

に
よ

り

一
般

物
償

の
下
落

に
促

さ
れ
た

る
に
外

な

ら
参
。

本
年
度

に
お
け

る
米
穀

の
賀
買
は
新
奮
【米
穀

一驚
換
の

目
的

よ
り
す

る
買
牧

二

四
三
、O

=

石
)
ご
常
}卒
土

の
買

上

励

(二
九
五
、七
二
六
石
v
池
あ
り
。
費
彿

中
に
も
幣
串
上
及

交
換

の
目
的

よ
り

ず
る
も

の

二

七
五
、
「
三
六
石
)
ε
海
外
翰

9)

10}

11)

策京経済雑 誌三†七號 〔十三牟 九月
の一節

米相 場考173頁
米1買常■F制度 の梗概54-58頁

1二掲げ た る件直之助氏 日本農民未來の状態:三



'

出

二
三
四
、三
八
五
石
一
ε
あ
り
て
そ
の
額
甚
た
多
き
に
上
れ
り
。
本
年
度

の
始

め
に
於
て
は
米
傾
省
高
直
な
り
し
を

以
て
多
少
羅
萱
を
試
み
拠
る
も
下
半
期

に
入
り
て
ば
米
贋
下
落
の
た
め
内
地
に
お
け
る
獲
費
を
止
め
て
海
外

に
輸

出
す
る
に
力
め
た
り
。
當
時
米
債
は
幾
何
を
以
て
適
當

ε
す
る
や
、
そ
の
採
算
は
不
明
な
り
し
ε
錐
、
慨

に
米
領

の
著
し
く
下
落
し
た
る
に
拘
ら
李
下
学
期

に
於
て
多
額

の
買
牧
を
企
て
以
て
米
償

の
上
進
を
策
せ
さ
り
し
斯
以

の

も

の
は
、
蓋
前
年
來
高
償
な
る
米
穀
を
多
額

に
買
牧
貯
蔵
せ
る
ε
、
海
外
輸
出
米
は
短
時
日
間

に
資
金
を
図
牧
し

難
き
ε
に
よ
り
、
こ
、
に
資
金
の
缺
乏
を
生
し
、
多
額

の
買
牧
を
行

ふ
能

は
さ
る
に
至
り
し
也
、

六
・
・
準

五
年
度
離

籍

)
・
叢

の

本
年
度
に
於
て
は
從
家
常
卒
資
金

`
し
て
米
穀
萱
買
に
充
賞
し
來
物
し
準
備
金

の
繰
替
金
を
廃
止

せ
ら
れ
允
る

を
以
て
之
を
準
備
金
に
返
慣
せ
さ
る
可
ら

さ
る
に
至
り
、
従
来

の
常
半
米
は
十
三
年
六
月
制
定
の
備
苑
儲
需
浜
に

依

る
儲
蓄
米
に
憂
し
、
專

ら
救
荒
儲
蓄
を
目
的

ε
し
て
管
理
せ
ら
る
、
こ
ご

、
な
れ
り
。
.か
く
て
本
年
度
に
於
て

は
資
金
決
算
の
た

め
に
す
る
残
存
米

の
慮
理
を
行

ひ
し
の
み
に
し
て
常
李
的
事
業
を
行
ふ
こ
と
な
く
、
十

一
月
四

日
遂
に
塵
局
と
な
り
そ

の
残
務
は
儲
蓄
米
事
務
ご
共

に
之
を
國
債
局
に
移
さ
る
に
至
れ
り
。

.

七
、
常
巫
「
事
業

の
概
機
工

以
上
述

ふ
る
所

に
よ
ヴ
て
明
か
な

る
か
如
く
、
常
平
制
度
は
そ
の
成
立
以
來
、
初
ニ
ケ
年
間
は
或
に
鮒
藏
米
に

乏
し
く
し
て
十
分
に
羅
費
し
て
米
償
を
下
く
る
こ
ε
を
得
ず
、
天
来
債
高
値

の
授
め
に
新
に
買
牧
し
て
十
分
な
る

蓄
積
米
を
作
る
能
は
す
。
後
ニ
ケ
年
間
は
米
積
低
落

の
際
に
當
り
儲
米
の
豊
密
な
ら
ん
こ
ε
を
期
し
、
比
較
的
多

論

説

明
治
粟

儒

硬
四
)

・

舖
窓

重

ハ城

八
三
)

入
監

12》 米 側常挙制度 の梗概58-61頁

ユ3)米 領常苧 制度 の梗概64-70頁
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論

説

明
治
の
釆
侃
調
節
(四
一
.

第
九
巻

〔第
六
號

入
用
}

入
四
八

く
の
.買
牧
を
試
み
た
る
も
米
償
を
引
上
く
る
に
至
ら
す
、
資
金
關
係
上
、
そ
.れ
以
上
に
多
額
の
買
牧
を
な
す
能
ば

季
.依
然
低
下
を
持
続
し
や
が
て
常
李
制
度

の
廃
止
£
な
り
、
遂
に
こ
の
制
度
は
豫
期

の
敷
果
を
奏
す
る
を
得
さ
り

し
也
。
今
前
後
四
ケ
年
間
に
お
け
る
常
雫
米

の
萱
買
数
等
を
塁
く
れ
は
左

の
如
し
。

.

買

肢

帯お

貯

蓄

部

よ
り
引

受
高

晃
五
、
老
三

十

一

孚

度

冥
R

畳
天

十
.

二

年

度

一四七
、六
(
六

十

三

年

度

三
七O
、
一三
乱

+
.

断

年

度

昊

九
・九
天

十

五

年
度

(十

一
丹

二
日

迄

一

〕

合

計
…

一
、一六
呂
、七
天

費

排

高層

.

尋
…
O
δ

ゼ
〇

一
§
「、
五
掲
七

六
〇
、
六
2
ハ

罷
晃

、五
二

六
{ハ
読

ゼ
五

九
拓

、
三
四
九
至 愛

頻 雲

雨

饗 互 轟 警

巽 莞 全1。 甕

r≒ ブヒ 胃

旨 究 雇
西 七 九

海
外
輸
出

1石高

{r-r「{

三
四
-　
金

{

楽

、薯

汎

三
富
七
、
三
六
心

米
慣
(東
京

　

十 六一卜六十六十六十

月 月月月月月月 月月

七
・9
天

亨

三
.八

不

阻

一〇
入
苑

三

二
一
(

δ

・四蓋

?

葺

　

八
蓋
茜

㌘

八
讐

一
、
買
牧
高
の
中

.
十
五
年

十

一
月
二
日
の
建
米
に
し
て
中
央
儲
蓄

へ
費
付
高
二
二
七
、
入
七
四
石
あ
・7一
故
ド
差
引
純
常
平
米
は
九
三
五
「、八
入
四

石

こ
な
る
。

二
、
石
以
下
切
り
捨
て
た
ろ
爲
合
計
符
合

ゼ
さ
う
も
の
め
り

一『

+
五
年
度

の
費
佛
米
、
内
地
壷
佛
高
不
明
な
う
も
常
時
町
地
米
偵
下
落
し
主
ε
し
て
海
外

に
放
費
ぜ
し
際
な

う
な
以
て
暫
く
輸
出

の
部
F
之
葎

渇
く
。

の

八
、
常
卒
局

の
廃
止
吐

常
李
局
の
圭
務
は
素
よ
り
米
穀
を
羅
羅
し
て
其

の
償
格
の
李
準
を
保

つ
に
在

り
と
難
、
米
商
會
所

の
事
務

(羅
肺

掌
)は
米
穀
の
需
給
米
傾
翁

管

密
接
な
る
關
係
を
有
す
・
を
以
て
開
局
高

糖

そ
の
霧

を
併
せ
管
す
る

励

こ
ピ
、
な
り
、
十
三
年
六
月
備
蒐
儲
蓄
法
の
獲
布
に
依
り
、
文
典
事
務
を
普
し
た
乃
が
、
農
商
務
省
.の
設
置
せ
ら

る

14)米 領 常ZF制 度 の 梗 概'36 .6卜64頁

15}明 治 財政 史第 † 谷849頁 以下 参照



.る
や

愈

四
壁

米
商
會
所

の
事
務
は
之
に
移
し
、
十
五
年
+

一
月
常
平
制
度

の
虞
止
に
よ
与
常
季
未
決
集
事
務
井

に
備
苑
儲
蓄
事
務
を
國
債
局

に
移
す
に
至
れ
り
。

.

十
四
年
+
二
月
大
賊
卿
は
太
政
官

に
上
申
し
て
常
季
貧
金
据
置
及
ひ
備
荒
儲
蓄
法
に
よ
る
中
央
儲
蓄
金
中
、
地

方
補
助
残

鎗
を
も
常
平
資
金

に
加

へ
て

　
居
常
卒
事
業

の
援
張
を
計
脇
ん
ε
せ
し
も
此
議
は
遂
に
容
れ
ら
れ
季
し

て
十
五
年
三
月
常
卒
資
金

の
返
戻
を
合
せ
ら
る
、
に

至
り
し
也
。

而
し
て
塵
風
後
、
.国
債
局
に
於
て
は
第

一
儲

蓄
(叢
灘
醗
盟
嵌
齪
麟
麺
離
乳
)第
二
儲
輩
難
⑭欝
欝
鰻
蝶
結
鄭
鉾
猷
慰
諌
鼓
麟
灘
纏
)

界

、
第
三
儲
蓄
な
薯

の
を
設
け

(継

葺

朝
講

膿

魁
騒

に
)
改
め
て
準
備
金
よ
り
相
欝

資
李

借
入
れ

其
歳
の
豊
凶
ε
穀
偵
の
高
低
ε
を
斟
酌
し
て
年
寿
適
宜

の
米
穀
を
購
入
し
、
專

ら
外
国

に
輸
出
し
正
貨

の
吸
牧
を

圖
ら
ん
と
せ
り
。
是
れ
激
年
前
よ
り
暮
か
に
唱
道
せ
ら
れ
だ
る
米
穀
鹸
…出
論

ご
相
聞
嚇
す
る
の
み
な
ら
す
、
米
穀

の
輸
出
に
よ
り
て
紙
幣
鐘

裁

準
箆

充
つ
る
た
め
の
正
貨
の
増
殖
を
響

ん
書

し
に
外
な
争

(蟹

羅

梱
)
。
常
半

肩

の
塵
止
は

一
面
常
雫

事
業

の
成
績

豫
期

の
如
く

な
ら

事
、
且
多

額

の
損
害

を
生

し
、
將
來
之

を
有
紋

・

に
利
用

せ
ん
か
た

め
に
は
更

に
多

額

の
資

金
を
捜

せ
さ

る
苛

ら
さ
る
歌
現

な
り

し
に
も

よ
る

べ
し

ご
難

、
又
他

面

に
於
て
は
米
穀
輸

出
正
貨

吸
牧

の
急
務

に
腱

す

る
拒
め

な
り
し
を
思

は
さ

る
可

ら
す
。

但
米

穀

の
輸
出
殊

に
政

府

自

ら
が
か
く

の
如

き
輸

出
を
な
す

の
可
否
得
失

に
至
b
.て
は
自

ら
別
論
な
り
。

附
言
、
常
李
局
事
業
の
詳
細
に
米
偵
常
不
制
度
の
梗
概
為
見
よ
、
践
に
論
ず
る
所
は
そ
の
概
要
た
謁
す
に
過
急
す
。

論

説

明
治
の
米
慣
調
節
(
.
四
}

、

第
九
巻

(第
六
號

八
五
〕

八
四
九
.

16)米 偵常雫制度の梗概7夏 〕75頁参照
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